
協議第５２号

第三セクターの取扱いについて

第三セクターの取扱いについて提出する。

平成１６年３月１８日提出

本荘由利一市七町合併協議会

会長 本荘市長 柳 田 弘

第三セクターの取扱いについて

第三セクターについては、それぞれの設立目的及び地域の実情を尊重

し、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。

平成 年 月 日確認
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本荘由利一市七町合併協議会の調整内容

協 定 項 目 第三セクターの取扱い

関 連 項 目 ◎ 第三セクターの取扱い
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調整方針 １．第三セクターについては、それぞれの設立目的及び地域の実情を尊重し、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。

各 市 町 の 現 況

項 目 本 荘 市 矢 島 町 岩 城 町 由 利 町

◎第三セクター な し ○名 称 ○名 称 な し

「㈱鳥海高原ユースパーク」 「㈱史跡保存伝承の里天鷺村」

・所在地 矢島町城内字花立 ・所在地96
92-2・設立目的 岩城町亀田亀田町字亀田町

食堂、宿泊施設の経営 ・設立目的及び主な事業内容

・主な事業内容 ①天鷺村、天鷺城等の観光施設

①スポーツ施設、宿泊施設の経 及び遊園地の維持管理並びに

営 同施設の運営業務

②飲食、喫茶店経営 ②飲食店及び売店の経営

③食料品、清涼飲料水、酒類、 ③観光案内及び旅行斡旋

及び煙草の販売 ④在宅配食サービス事業

④観光用土産品、日用雑貨品、 ⑤各種イベントの企画立案及び

乳製品の販売 運営管理業務

・代表取締役 佐藤清圓 ⑥農産物の加工製造及び販売

・社員数 正社員 １０人 ⑦地方公共団体の委託による日

契約社員 ５人 直業務及び諸届出書を受領す

常勤パート ３人 る業務

・出資内訳 ⑧労働者派遣事業

矢島町 ％ ( 千円) ⑨その他必要な業務83.75 50,250
その他 ％（ 千円） ・代表取締役 加藤鉱一16.25 9,750

・社員数 正社員 １４人

常勤パート １７人

臨時パート １４人

・出資内訳

岩城町 ％ ( 千円)92.9 20,500
その他 ％（ 千円）7.1 1,550
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各 市 町 の 現 況

項 目 大 内 町 東由利町 西 目 町 鳥 海 町

◎第三セクター ○名 称 ○名 称 ○名 称 ○名 称

「㈱大内町交流センター」 「㈱黄桜の里」 「にしめ物産㈱」 「㈱フォレスタ鳥海」

・所在地 ・所在地 ・所在地 ・所在地

36 28 1112-2 8-45大内町岩谷町字西越 東由利町老方字畑田 西目町沼田字新道下 鳥海町猿倉字奥山前

・設立目的 ・設立目的 ・設立目的 ・設立目的

①町民の心身の健康増進及び都 町活性化拠点施設として設立 西目町における地域特産品の販 鳥海高原の観光振興と滞在観光

市住民との交流とコミニティ ・主な事業内容 売、宣伝等総合的情報発信並び を可能とする宿泊拠点施設の形

活動を図る 温泉、休憩室、レストラン、売 に地域産業の振興とイメージア 成を図る

②ゆとりある町民生活の実現と 店等 ップを図る ・主な事業内容

町民福祉の向上を図る ・代表取締役 阿部幸悦 ・主な事業内容 ①宿泊施設の経営管理受託に関

・主な事業内容 ・社員数 正社員 ２０人 ①西目町からの受託による西目 する事業

宿泊施設、レストラン、浴場等 パート １１人 町物産館「ふるさと資源活用 ②レストラン、浴場等の経営管

の経営管理 嘱 託 １２人 センター」等の運営及び管理 理受託に関する業務

・代表取締役社長 佐々木秀綱 ・出資内訳 ②西目町農林水産品等の情報提 ③不動産の売買及び賃貸借に関

・社員数 正社員 ２０人 東由利町 ％ 千円 供サービス及び販売 する業務93.0 130,000（ ）

パート ２０人 その他 ％ 千円 ③民芸品、菓子、食料品、酒類 ④ペンション、コテージの建設7.0 10,000（ ）

臨 時 ６人 等の売店の経営 等に関する業務

嘱 託 ３人 ④自動販売機による清涼飲料水 ⑤酒類、煙草、清涼飲料水、観、

・出資内訳 タバコ等の販売 光土産等の販売

大内町 ％（ 千円） ⑤飲食店の経営 ⑥映画、演劇等イベントの企画50.9 55,000
その他 ％（ 千円） ⑥店舗の管理及び運営 等に関する業務49.1 53,000

⑦観光情報等の提供 ⑦その他必要な業務

⑧その他必要な業務 ・代表取締役社長 佐藤源一

・代表取締役社長 三浦孝郎 ・社員数 正社員 ２２人

・社員数 正社員 ６人 パート １３人

パート ４人 臨 時 ２人

・出資内訳 嘱 託 ２人

西目町 ％（ 千円） ・出資内訳66.8 20,000
その他 ％（ 千円) 鳥海町 ％（ 千円）33.2 10,000 55.8 120,000

その他 ％（ 千円）44.2 95,000
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調整方針 １．第三セクターについては、それぞれの設立目的及び地域の実情を尊重し、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。

各 市 町 の 現 況

項 目 本 荘 市 矢 島 町 岩 城 町 由 利 町

◎第三セクター ○名 称 ○名 称

「㈱天鷺ワイン」 「岩城アイランドパーク㈱」

・所在地 ・所在地

192-43岩城町下蛇田字高城 2-1 岩城町内道川字新鶴潟

・設立目的及び主な事業内容 ・設立目的及び主な事業内容

①国、地方公共団体及び公共団体①果実酒類の製造及び販売

が設置する不動産、構築物の維②農産物の缶詰加工及びジ

持管理及び運営の受託業務ュース類の製造、販売

②交流、イベント、コンサート、③その他必要な業務

講演会等の企画業務・代表取締役 加藤鉱一

③観光土産品、食料品、民芸品、・社員数 正社員 ９人

農林水産物、酒類及び煙草の販パート １人

売業務・出資内訳

④観光案内及び旅行斡旋業務岩城町 ％ 千円)64.3 19,300（

⑤農林水産物の生産加工及び販売その他 ％ 千円35.7 10,700（ ）

⑥労働者派遣事業法に基づく労働

者の派遣事業

業⑦飲食店及び喫茶店の営

⑧その他必要な業務

・代表取締役 加藤鉱一

・社員数 正社員 ５人

出向社員 ２人

パート ３９人

嘱 託 ５人

・出資内訳

（ ）岩城町 ％ 千円70.0 42,000
（ ）その他 ％ 千円30.0 18,000
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各 市 町 の 現 況

項 目 大 内 町 東由利町 西 目 町 鳥 海 町

◎第三セクター ○名 称

「㈱ほっといん鳥海」

・所在地

100鳥海町上笹子字堺台

・設立目的

国、地方公共団体及び公共団体が設置す

る不動産、構築物の維持管理及び運営の

受託業務

・主な事業内容

①レストラン、公園、スポーツ施設等の

経営管理の受託業務

②交流、イベント、コンサート、講演会

等の企画及び興行に関する業務

③農林水産の生産、加工、研究及び販売

業務

④観光土産品の研究開発業務

⑤観光土産品、民芸品、衣料品、酒類及

び煙草の販売に関する業務

⑥野菜、山菜、穀物及び魚介類等農林水

産物の加工及び販売

⑦その他必要な業務

・代表取締役社長 佐藤源一

・社員数 正社員 ２人

臨 時 ３人

（予定）

・出資内訳

鳥海町 ％（ 千円）55.0 16,500
その他 ％（ 千円）45.0 13,500

具 体 的 な 調 整 方 法

◎第三セクター １．第三セクターについては、それぞれの設立目的及び地域の実情を尊重し、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。


